日本高齢期運動サポートセンター
一般社団法人化10周年記念講演会に寄せる
国連からのメッセージ

日本高齢期運動サポートセンター１０周年おめでとうございます。

高齢化に関する国連作業部会は、２０１１年の設立以来、高齢者の権利と尊厳を促進し保護するための国際的な法的文書の提案を検討するため議論を重ねてまいりました。

日本高齢期運動サポートセンターにおかれましては、毎年作業部会への参加を頂きましたこと、感謝の念を申し上げます。

本日の世界人権デーを皮切りに、国連は世界人権宣言 75 周年を記念するキャンペーンを向こう一年間にわたり実施します。

世界人権宣言は高齢者について言及していません。世界有数の長寿国である日本ですが、1948年に世界人権宣言が採択された当時、日本には100歳以上の高齢者の数は100人ほどでした。 現在、その数は９万人を超えています。

高齢者の人口が世界的に増加していることは、医療や科学、並びに保健衛生などの進歩・普及を示しており、喜ばしいことです。しかし、政府や社会が急速な高齢化に十分な準備を整えていない場合、高齢者の権利と尊厳を損なうリスクが生じます。

国際人権条約は、高齢者をこうしたリスクから保護するだけでなく高齢者が積極的な参加者としての権利を享受し、平等で豊かな社会の形成に貢献し続けられるよう保障するものです。

この度の日本高齢者大会で採択された日本高齢者人権宣言は、世界中の高齢者の人権保障の実現強化に向けた国連での議論に大きく貢献するでしょう。
ご盛会をお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022年12月10日
国連人権高等弁務官事務所
羽田　鯉生  (平等・発展・法の支配 課長)　

〔（一社）日本高齢期運動サポートセンター『高齢期運動ブックレットNo.8』（2024年）7頁より転載〕
